
議  事  録 

 
議 長   ただいまから、令和７年１０月定例農業委員会を開会させていただきます。 

まず、はじめに、携帯電話につきまして、会議中電源をお切りになるかマナー

モードにしていただくようお願いいたします。 

なお、この会議は農業委員会等に関する法律第３２条に「総会は公開する」旨

が規定されておりますので、傍聴の希望があれば原則入室の許可をするものとい

たします。 

 

事務局   傍聴者はおりません。 

なお本日の委員会は、農業委員定数１４名中１４名の委員が出席とのことで、

農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する定足数に達しておりますの

で、本日の議事は成立していることをご報告申し上げます。  

また、推進委員は６名の委員中６名の委員が出席されておりますので、併せて

ご報告申し上げます。 

 

議 長   本日、ご審議をしていただく案件は３件、報告案件３件となっております。 

署名委員は、増田委員と東委員です。 

最後まで、よろしくお願い申し上げます。 

それでは議案第３０号を議題とします。まず、事務局から議案の朗読と説明を

お願いします。 

 

事務局   議案第３０号 農地法第３条の規定による許可申請書について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   続いて、地元委員からの説明を求めます。 

 

地元委員  本件は、●●氏を譲渡人、●●氏を譲受人とする所有権の移転に関する申請で

す。 

【場所説明】 

      ９月２６日の午前中、譲受人、譲渡人等関係者と現地立会いを行いました。 

譲渡人●●氏は、高齢であり、娘はいるものの嫁いでいるため、実質的には後

継者不在で長期的な農地の管理は困難な状況であるので、経営規模を縮小したい

意向をお持ちです。 

一方、譲受人●●氏は、新規就農者研修講座を受講後、令和６年５月から利用

集積制度を利用し、●●で農地を借り入れております。借入地では、ししとう、



かぼちゃ等を栽培しています。現在、堺市に所有している所有地も含め野菜を中

心に耕作していますが、水稲栽培に取り組める土地を探していたところ、知り合

いを通じ譲渡人を紹介され、所有権移転手続きを行う運びとなりました。  

今回の対象地は合計３，３１５㎡で、うち２，５２４㎡を水稲、７９１㎡をか

ぼちゃ、ししとう、ナスを栽培する予定です。水稲については親族の手伝いをし

た経験はありますが一人で栽培するのは初めてですので、水稲栽培を行う方から

の営農支援を受ける予定となっております。 

また、譲渡人からトラクターを譲り受け、その他の農機具は購入予定です。  

いずれは、●●氏が運営する保育園の園児に田植えを体験させてあげたいとい

う目標もございます。 

以上から、継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれますので許可して問

題ないと考えます。 

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

委 員   譲受人は何歳ぐらいの人か。 

 

地区委員  ４０代です。 

 

議 長   他にご意見、ご質問はございませんか。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については「許可」としてよろしいでしょ

うか。 

 

      （異議なしの声あり）  

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については、「許可」することと決し

ました。それでは、次に議案第３１号を議題とします。事務局から議案の朗読と

説明をお願いします。 

 

事務局   議案第３１号 都市農地における耕作の事業に関する計画（事業計画）の認定

について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   それでは、自然資本活用課から説明をお願いします。 



 

自然資本活用課  当案件につきましては、都市農地、いわゆる生産緑地における貸

し借りに係る案件です。借り手である●●氏と貸し手である●●氏

との間で３年前に結ばれた貸借契約について、その契約の更新をす

るために申請されたものであり、今回が２回目の更新となります。  

更新案件のため、場所についても説明させていただきます。  

【場所説明】  

池の堤防から降りるスロープがありますので、搬入・搬出に便利

な場所です。  

借り手である●●氏については現在４５歳であり、平成２９年度

に市農業研修講座を修了し、翌年に農業経営を始められました。  

現在は当該農地に●●、●●の農地を加えた市内３か所で営農さ

れています。  

今後も更なる経営規模の拡大を図っていきたい意向をもっておら

れる国版認定農業者であり、圃場整備が予定されている ●●地区に

おいても担い手として農地の借り受けを予定されています。  

当該農地では、各種露地野菜を栽培し、できた農産物については、

あすかてくるで河内長野店、アグリかわちながの等の市内直売所へ

出荷されておられます。  

一方、貸し手の●●氏は、ご主人を亡くされ、農地の日常管理が

困難であるため、当該農地の維持管理について、●●氏に任せたい

との意向を持っておられます。  

なお、●●氏と農地貸借契約は結びますが、●●氏としましては、

農地と周辺の見回りや清掃、地域の話し合いの場への参加など、当

該農地における関わりは引き続き行っていくとのことでございます。  

以上、本件諮問の趣旨をご理解のうえ、ご審議いただきますよう

よろしくお願い致します。  

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

委 員   ここで言う都市農地と生産緑地の意味は同じなのか。 

 

委 員   ここで出てくる都市農地と生産緑地とは法律が別になる。 

      根拠法令の中で「『都市農地』とは、生産緑地法第３条第１項の規定により定

められた生産緑地地区の区域内の農地をいう。」と定義されている。 

 

議 長   他にご意見、ご質問はございませんか。 

 



      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については「決定」としてよろしいでしょ

うか。 

 

      （異議なしの声あり）  

 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については「決定」することと決しま

した。それでは、次に議案第３２号を議題とします。事務局から議案の朗読と説

明をお願いします。 

 

事務局   議案第３２号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   続いて、地元委員からの説明を求めます。 

 

地元委員  【場所説明】 

被相続人の●●氏は今年の５月に９２歳で亡くなられ、相続された●●氏は長

男であります。 

該当農地については昔から水田として耕作されており、被相続人は大阪府の農

業に関係のある団体にお勤めだったこともあって、非常に熱心に耕作されていま

した。相続人も一般企業にお勤めですが、先日も息子さんやお孫さんも揃って稲

刈りをしている風景が見られ、家族で熱心に取り組まれています。  

申請手続きの都合上、７月の終わり頃に書類を私のところへ持参され、７月に

立会いを実施し、事情をお伺いして農業委員として耕作状況等確認いたしました。

その後９月になって事務局に申請があり、審議に至っております。  

ご説明のとおり、非常に熱心に耕作されており、引き続き農業されることも確

認しておりますので、適格者として証明して問題ないと考えております。  

 

議 長   皆さんからのご質問、ご意見を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、本案件については「適格者として証明する」こと

としてよろしいでしょうか。 

 

      （異議なしの声あり）  



 

議 長   ご異議なしと認めます。よって、本案件については「適格者として証明する」

ことと決しました。以上、審議案件は全て終了しました。引き続き、報告案件に

入りたいと思います。本日、ご報告申し上げます案件は３件でございます。 

ご質問、ご意見につきましては、すべての報告案件の説明終了後にたまわりた

いと思います。 

それでは、報告第１４号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届

出書について、事務局から案件の朗読と説明をお願いします。  

 

事務局   報告第１４号 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書につい

て 

 

【朗読及び説明】 

 

議 長   以上、報告案件について皆さんのご質問、ご意見を求めます。 

 

      （なしの声あり） 

 

議 長   ご意見がないようでしたら、以上をもちまして、本日の会議を終了させていた

だきます。 
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議事録作成者 ●● ●● 

 

 

河内長野市農業委員会に関する規程第１８条第３項の規定によりここに署名する。 

 

議  長 垣 内 俊 夫  

署名委員 増 田 勝 紀  

署名委員 東     昇  

 

 

協 議 会 

 

協議事項 

 

１ 次回の１１月定例農業委員会について 

   開催日  令和７年１１月１０日（月）午後１時３０分から 

場 所  行政委員会室 （駐車場は、臨時Ａ駐車場） 

  

２ 大阪農業時報の配布について 

 

３ 活動記録カードについて（１０月分） 

  

４ 令和７年度農地パトロールについて 

 

５ 令和７年度大阪府農業委員会大会について 

   開催日 令和７年１０月２４日（金）午後１時～午後３時４０分（受付１２時から） 

   場 所 大阪国際交流センター 大ホール 

   集 合 11:15 市役所１F市民サロン 11:30出発（市マイクロバス使用） 

 

６ その他 
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令和７年１０月定例農業委員会出欠状況 

 

【農業委員１４名・推進委員６名】 

番号 氏  名 委 員 ・ 役 職 名 出欠状況 備  考 

１ 峯芝 謙次 農業委員・副会長 出席 副議長 

２ 新谷 義明 推進委員 出席  

３ 増田 勝紀 農業委員・幹事・企画編集委員 出席 議事録署名人 

４ 東   昇 農業委員・幹事・企画編集委員 出席 議事録署名人 

５ 小西 康之 推進委員 出席  

６ 西浦 之 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

７ 中野 太一 推進委員 出席  

８ 垣内 俊夫 農業委員・会長 出席 議長 

９ 北谷 清一 農業委員 出席  

１０ 川岸  晃 推進委員 出席  

１１ 大谷 弘行 農業委員 出席  

１２ 中  正敬 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１３ 峰  宏司 推進委員 出席  

１４ 宗野 敏雄 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１５ 松浦 孝次 農業委員 出席  

１６ 池西 一郎 推進委員 出席  

１７ 小澤  勝 農業委員・幹事・企画編集委員 出席  

１８ 小坂 充弘 農業委員 出席  

１９ 中野  毅 農業委員 出席  

２０ 比嘉 一美 農業委員 出席  

 


